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石綿(アスベスト)作業従事者特別教育のご案内 

 

当協議会では従業員の資質向上及び労働災害等をなくすため、各種の技能講習会を実

施しています。 

石綿（アスベスト）は、建設材料を中心にさまざまな用途で使用されてきましたが石綿肺、

肺がん、中皮種といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になりました。 

石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は

有害な業務」に指定されています。 

こうした災害防止の為、石綿(アスベスト)作業従事者は、労働安全衛生法により安全衛

生教育を修了する必要があります。 

つきましては、東京技能講習会のご協力を得て、「石綿（アスベスト）作業従事者特別

教育」を実施することとしました。 

この機会に是非、受講されるようご案内いたします。 

※受講希望者が継続見込まれる場合は、本年度中に追加日開催する予定です。 

継続して受講を希望する事業所は、事務局にご連絡ください。 

記 

 

１ 日 時    １０月２６日（木）  ９：００～１５：００ 

２ 場 所    白井市公民センター （白井市中 98－17） 

３ 受 講 料    １２，０００ 円 （テキスト代・受講料・昼食代・会場費等） 

会員外はプラス２,０００円 

４ 締 切 日     １０月６日（金）１６時まで 

５ 申込方法     ① 別紙申込書 

② 受講料 

③ 写真 

 ＊ 電話予約のうえ、①～③を添えて、締切日までに事務局へお申し込みください。 

６ 定  員      ２０名 

        （１０名に満たない場合、中止となりますのでご了承ください） 

 

７ 持 ち 物  筆記用具 

 

          

 



８ 講習科目  

①石綿の有害性                        ０・５時間 

②石綿の使用状況                      １時間 

③石綿の粉じんの発散を抑制するための装置     １時間 

④保護具の使用方法                     １時間 

⑤その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項    １時間 

                                   計 ４．５時間 

＊＊＊ 注意事項 ＊＊＊  

◎体調の優れない方のご受講はご遠慮ください。 

◎居眠り等の受講にふさわしくない場合や遅刻・早退は、所定の講習時間に満たない為、

修了証の交付が出来ない事がありますので、ご承知おきください。 
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